
以下を満たす者 
　※ただし、本助成金の交付を2年続けて受けた者は、翌年度の助成金交付の対象者としない。

(1) 県内に開発ソフトウェアの技術開発拠点を有する企業であること。ただし、技術開発拠点を有し
ない場合、システム開発等を県内企業に委託していること。
(2) 開発ソフトウェアを有すること。

　※新規開発、改良 ( バージョンアップ等 ) として、プレスリリース等を   直近３年以内 に　行った

　    自社開発ソフトウェアを対象とします。

第1回募集締切：４月28日（火）17時

　

ＩＴイノベーションセンター（ITOC）　
〒690-0816 松江市北陵町1番地テクノアークしまね 2Ｆ

※県内で開催される展示会等は助成対象事業から除外します。

☎ 0852-61-2225　

開発ソフトウェア・サービス販路拡大支援助成金

展示会等を通じて自社開発ソフトウェアの

販路拡大を目指す県内企業を支援します  !

助　成　率 助成限度額

Email : itoc@s-itoc.jp

助成事業期間 助成対象経費

当事業への申請をお考えの場合は、事前に下記の問合せ先へお問い合わせください。

事業の詳細について担当者がご説明いたします。

当財団が主催する審査委員会において、申請事業の採否を決定いたします。 申請者の方には、審査会に

おいてプレゼンテーションを行っていただきます。（開催日は別途ご連絡）
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 令 和８年
度

お問い合せ先

公益財団法人しまね産業振興財団

検 索ITOC　助成金

対象経費の 1/2 以内 150 万円以内 交付決定日から1年以内

展示会出展小間料、装飾費 旅
費、インターネット広告経
費
他

中期的な販売計画に基づき、販路拡大を目的として実施する県外で開催される展示会等への

出展及び当該出展等と連携して行う県外での営業活動を助成対象とします。
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